
上ノ国保育所・上ノ国町放課後児童クラブ　入所児童の募集について上ノ国保育所・上ノ国町放課後児童クラブ　入所児童の募集について

住民課窓口にて行う、マイナンバーカードの休日・夜間申請サポートおよび交付を希望される方は、
随時事前予約が必要です。予約をしていない方の対応はできませんのでご注意ください。
※窓口の混雑状況などにより、ご希望に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
■申し込み・問い合わせ先　住民課　戸籍保険グループ

上ノ国保育所・上ノ国町放課後児童クラブ　入所児童の募集について上ノ国保育所・上ノ国町放課後児童クラブ　入所児童の募集について

申し込み・問い合わせ先　住民課　住民環境グループ　☎０１３９－５５－２３１３

上ノ国保育所

上ノ国町放課後児童クラブ

　町では、保護者が仕事などの事情で保育することができない児童を対象に、保育所を設置しています。 
本年４月から新たに保育所への入所を希望する児童を次のとおり募集します。

　町では、就労や病気などの理由で保護者が昼間家庭にいない児童のために、放課後児童クラブ（学童保育
所）を開設しています。本年４月から入所を希望する児童を次のとおり募集します。

①募集期間
②対象児童
③申込方法

④開設日時

⑤休 所 日
⑥負 担 金

⑦そ の 他

①募集期間
②対象児童
③申込方法

④開設日時

⑤休 所 日

⑥負 担 金

⑦一時預かり

⑧そ の 他

２月２日㈪～２月１６日㈪
生後６か月以上
住民課住民環境グループ、湯ノ岱・石崎出張所および保育所に
備え付けの申込書と、児童を保育することができないと認めら
れる証明書をご用意のうえ、お申し込みください。
※証明書については、両親とも必要です。
月曜日～土曜日　　７：３０～１８：３０
※土曜日は給食がないため、お弁当・おやつをご用意ください。
４月１日、日曜日、祝日、年末年始（１２月３１日～１月５日）
保育料（０歳児から２歳児まで）および給食費（３歳児から５歳児まで）は本来、保
護者の負担となりますが、町独自の子育て支援策により、町内在住で町税の滞納がな
い方は、負担金減免申請書の提出によって無料となります。
現在保育所に入所中で、４月以降も引き続き入所を希望される児童についても、申込
書および児童を保育することができないと認められる証明書の提出が必要となりま
す。

２月２日㈪～２月１６日㈪
小学校１年生から小学校６年生まで
住民課住民環境グループに備え付けの申込書、負担金減免申請書、児童を保育するこ
とができないと認められる証明書をご用意のうえ、お申し込みください。
※証明書については、両親とも必要です。
　なお、弟妹の保育所申込で提出済みの場合は提出不要です。
・平日　１２：３０～１８：００
・長期休業日（春休み・夏休み・冬休み）　８：００～１８：００
・学校臨時休業日　８：００～１８：００
４月１日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月３１日～１月５日）
※インフルエンザなどにより学校が休校の場合は、休所となる場合があります。
１か月６，０００円
※町独自の子育て支援策により、町内在住で町税の滞納がない方は、
　負担金減免申請書の提出によって無料となります。
入所していない児童についても、保護者の緊急的な理由により児童の
保育が困難な場合、月５日を限度に一時預かりを利用することができ
ます。
負担金：１日３００円（ひとり親世帯などの方を除き、負担金は免除されません。）
河北小学校の児童については学校終了後、児童クラブまでのお迎えのみ町で対応しま
す。児童クラブからの帰宅は、保護者が対応してください。
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